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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第63期
第２四半期
連結累計期間

第64期
第２四半期
連結累計期間

第63期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 27,873 33,951 60,384

経常利益 (百万円) 660 2,907 3,140

四半期(当期)純利益 (百万円) 346 1,648 1,655

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 90 1,504 1,634

純資産額 (百万円) 41,576 44,159 42,924

総資産額 (百万円) 69,987 73,644 71,771

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 17.69 84.20 84.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 57.4 57.7 57.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △339 4,135 2,434

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 92 △2,222 △1,936

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △755 △471 △810

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 10,659 12,856 11,430

　

回次
第63期
第２四半期
連結会計期間

第64期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 14.97 40.57

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当企業集団が営む事業の内容について重要な変更はありません。

なお、セグメントごとの主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

　

（自動車用部品）

新たに設立したニシカワ・マネジメント・サービス S.A.de C.V.を連結の範囲に含めております。

　

（一般産業資材）

株式会社西川リビングは清算結了したため、連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象などは存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結などはありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、東日本大震災からの復興需要と

エコカー補助金などの政策効果に支えられ緩やかに回復しつつあったものの、欧州債務問題や新興国の

景気減速を背景とした海外経済の下ぶれや、長期化する円高などにより、足踏み状態となっています。

このような経済環境のもと、当社グループはインドネシア共和国における自動車市場の拡大に伴い、主

要な顧客のニーズに応えるため、現地生産基盤を確立することを決定しました。このインドネシア共和国

内に設立の現地法人を足がかりに、自動車用ゴム・樹脂製品を中心にアセアン地域への対応強化と製品

拡販により、事業の安定を図ってまいります。

自動車部品業界におきましては、エコカー補助金再開に伴う自動車販売の好調もあり堅調に推移した

結果、前年同期を上回って推移いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は339億51百万円（前年同期比21.8％増）となり

ました。利益につきましても、売上高の増加および西川ゴムグループ総コスト低減活動を継続した結果、

営業利益は28億55百万円（前年同期比422.0％増）、経常利益は29億７百万円（前年同期比339.9％増）、

四半期純利益は16億48百万円（前年同期比376.1％増）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（自動車用部品）

自動車の生産が震災の復興需要やエコカー補助金の効果などにより堅調に推移したことから、売上高

は318億12百万円（前年同期比24.4％増）となりました。利益につきましても、売上高の増加やコスト低

減活動などにより、営業利益は25億63百万円（前年同期比756.6％増）となりました。

　

（一般産業資材）

住宅メーカー向けおよび土木関連製品などの一般産業資材においては震災の復興需要等があったもの

の、回復はやや鈍化する傾向にあり、売上高は21億38百万円（前年同期比7.0％減）となりましたが、コス

ト低減活動が功を奏したことにより、営業利益は2億92百万円（前年同期比17.9％増）となりました。　
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億72百万円増加し736億44

百万円となりました。主な増加は現金及び預金などであり、主な減少は投資有価証券などであります。負

債は、前連結会計年度末に比べ６億37百万円増加し294億84百万円となりました。主な増加は長期借入金

などであり、主な減少は短期借入金などであります。また、純資産は前連結会計年度末に比べ12億35百万

円増加し441億59百万円となりました。主な増加は利益剰余金などであり、主な減少は評価差額金などで

あります。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ14億26百万円増加し128億56百万円となりました。

　

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の増加や売上債権の減少などにより、41億35百万円

の増加（前年同累計期間は３億39百万円の減少）となりました。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、有形固定資産、投資有価証券の取得などにより、22億22百万円の減少（前年同

累計期間は92百万円の増加）となりました。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、少数株主への配当金の支払いの減少などにより、前年同累計期間に比べ２億84

百万円増加し、４億71百万円の減少となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

当社は、平成23年６月28日開催の当社第62回定時株主総会において、出席株主の過半数の賛同を得て会社

法施行規則第118条第３号に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基

本方針」（以下、「基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとし

て、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）

を以下のとおり導入いたしました。基本方針および本プランの概要は以下のとおりであります。

①　会社の支配に関する基本方針

　当社は、「正道・和・独創・安全」という社是のもと、会社の真の発展は、社会の福祉、世界の進運に

寄与しうるものでなければならない、また、お客様第一に徹し、品質・技術の西川ゴムと社会から信頼

され、いかなる環境の中でも成長し続ける「たくましい企業」「存在感のある企業」を目指し、「和の

心」をもって全社員が一丸となって、自らの仕事に誇りと責任を持ち、常に正道に立って社業を運営し

てまいりました。現在ある当社を支え形成する有形無形の諸々の財産が当社の企業価値の源泉と認識

EDINET提出書類

西川ゴム工業株式会社(E01112)

四半期報告書

 5/24



しておりますし、それらの財産の上に当社の将来が在ると確信しております。当社の企業価値を高め、

株主共同の利益に資するためには、当社の企業価値の源泉を理解し、それに立脚した上でさらなる企業

成長を目指す必要がある、と考えます。従いまして、当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者は、当社の社是、当社の企業理念を理解し、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの

信頼関係を尊重した上で、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、中長期的に向上させる者で

なければならない」と考え、これを基本方針として決定いたしました。

当社は、金融商品取引所に株式を上場している会社の本義として、株主および投資家の方々が市場に

おいて当社株式を自由に取引されることを尊重いたします。特定の者による当社株式の20％以上の取

得行為（以下、「大規模買付行為」といいます。）であっても、当社グループの企業価値および株主共

同の利益の向上に資するものである限り、それを一概に否定はいたしません。また、大規模買付行為の

提案に応じるべきか否かは、最終的には個々の株主の皆様にご判断いただくべきものと考えます。

しかしながら、基本方針に照らし、当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損する虞のあ

る株式等の大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると

考え、このような者による大規模買付に対しましては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、

当社の企業価値および株主共同の利益を確保する必要があるものと考えます。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

ⅰ　当社の企業理念

当社は設立以来、「正道・和・独創・安全」の社是のもと、自動車産業と一体となって常に創造性

を高め、新技術を探求し、開拓者精神を持って新しい市場の開拓、新製品の開発、新しいサービスの提

供に取組むことにより成長してまいりました。

また、社是をもとに、企業活動を行う際の基本的な考え方を経営理念として定め、主として、法の遵

守と公正な取引を通じて、社会から信頼される企業市民を目指すこと、あらゆる環境変化に柔軟に対

応できる「しなやかでたくましい会社」であり続けることを社員に示しております。

このような社是、経営理念のもと、当社は長年培ってきた技術をもとに、自動車用部品事業をはじ

め、住宅事業、土木事業、医療事業等を中心とした一般産業資材事業を営んでおります。

事業基盤であります地区別セグメントは、大きく分けて日本国、アジア諸国およびその他の地域に

またがっており、活動領域は国際的なものとなっております。このような世界各国にわたる当社グ

ループの経営に当たりましては、経営の効率化、コーポレート・ガバナンス体制およびコンプライア

ンス体制の強化並びに連結財務体質の改善等を図りつつ、「お客様に本当の満足をお届けできる企

業になる」ことを主眼に、新製品の開発、市場の開拓、製造コストの低減等に日々研鑽を積んでおり

ます。

ⅱ　企業価値の源泉

当社の企業価値の源泉は、当社を支え形成する有形無形の諸々の財産がそれに相当すると認識し

ておりますが、特筆すべきは「堅実にしてまじめな また自由にして秩序正しい社風」のもと全社員

が創業以来培ってまいりました「開発・製造・技術力」であります。

上記の当社企業価値の源泉を向上させる具体的な取組みとしては、主に以下の施策を実行してお

ります。

a.　事業体制や生産体制、グループ体制の見直しおよび業務品質の向上に継続的に取組み、市場競

争力の強化および顧客満足度のより一層の向上を目指しております。

b.　優秀な人材の採用に努めるのはもちろんのこと、人材育成の面から、全社員のモチベーション

と技能の向上を目的とした人事制度の構築・運用に取組んでおります。

ⅲ　コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化
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当社は、社是と基本行動指針（“己の立てるところを深く掘れ そこに必ず泉あらん”）を基本

に、社会の一員として法令、社会規範、企業ルールの遵守はもとより、企業本来の事業領域を通じて社

会に貢献するに留まらず、時代とともに変化する経済・環境・社会問題等にバランスよくアプロー

チすることで、株主をはじめとするステークホルダーの要求、期待、信頼に応える高い倫理観のある

誠実な企業活動を行い、これを役員・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業

の存在価値を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本としております。

また当社は、企業統治の強化によって常に効率的で健全な経営を行い、必要な施策を適宜実行する

ことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な増大を図るための重要な課題であると

認識し、

a.　取締役会による重要な意思決定と職務の監督

b.　監査役による取締役の職務執行の監査

c.　社長直轄の内部監査室の内部監査の実施等

を逐次整備・強化してまいりました。

当社は、前記の取組み等を通じて株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係をより

強固なものにしながら、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指してまいります。

③　本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

ⅰ　本プラン導入の目的

当社株式に対する大規模買付行為または大規模買付行為に関する提案が行われた際に、当該大規

模買付行為に応じるか否かを株主の皆様に正確に判断していただくことを第一の目的とし、当社の

企業価値および株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を抑止することを、第二の目的といたし

ます。

ⅱ　本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの保有割合を20％以上とすること

を目的とする当社株式等の買付行為であります。

ⅲ　大規模買付ルールの内容

「大規模買付ルール」とは、大規模買付行為に先立ち、a.事前に大規模買付者が当社取締役会に対

して必要かつ十分な情報を提供し、b.当社取締役会による一定の評価期間が経過し、c.当社取締役会

の評価内容・意見を株主の皆様に開示した後に初めて大規模買付行為を開始することを認めるとい

うものであります。

ⅳ　大規模買付行為がなされた場合の対応

a.　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、大規模買付行為に対する後記b.の

ケースのような対抗措置は原則講じません。
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b.　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、新株予約権の無償割当等、会

社法その他の法令等により認められる対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗する場合があ

ります。

ⅴ　対抗措置の合理性および公平性を担保するための制度および手続き

a.　独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止し、その

判断の客観性および合理性を担保するために、独立委員会を設置することといたします。

b.　対抗措置発動の手続

大規模買付者に対する対抗措置をとる場合には、当社取締役会は、独立委員会に対し対抗措

置の具体的な内容およびその発動の是非について諮問するものとし、独立委員会は当社取締

役会に対して勧告を行うものといたします。

ⅵ　本プランの有効期限

本プランの有効期間は、３年間（平成26年６月に開催予定の定時株主総会終結時まで）といたし

ます。

④　本プランに対する当社取締役会の判断およびその理由

ⅰ　本プランが基本方針に沿うものであること

本プランに基づき、当社取締役会は、大規模買付者の大規模買付提案が当社の企業価値、株主共

同の利益の確保・向上につながるか等を検討することで、当社の支配者として相応しいか否かの

判別をし、そのプロセスおよび結果を投資家の皆様に開示いたします。

ⅱ　本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではないこと

大規模買付者への対抗措置として現時点で想定しております新株予約権の無償割当も、当該大

規模買付者以外の株主の皆様の利益を損なわないよう配慮して設計しており、本プランが株主の

皆様の共同の利益を損なうことはないものと判断しております。

ⅲ　本プランが当社取締役の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランの効力発生は株主総会での承認を条件としており、大規模買付者への対抗措置の発動

プロセスにも取締役会の恣意性を排除するため、独立委員会のシステムを導入しております。以上

により、本プランが当社の取締役の地位の維持を目的としたものではないかとの疑義を払拭する

ためのシステムを組み込んだものとなっていると判断しております。

　

なお、上記内容は概要であるため、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームペー

ジに掲載してあります平成23年５月12日付プレスリリース「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針及び当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入につ

いて」をご覧ください。（当社ホームページアドレスhttp://www.nishikawa-rbr.co.jp/）

　
(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億14百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,343,000

計 48,343,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 19,995,387 19,995,387
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株であ
ります。

計 19,995,387 19,995,387― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年９月30日 ― 19,995,387 ― 3,364 ― 3,661
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西　川　正　洋 広島市西区 2,535 12.68

西川ゴム工業取引先持株会 広島市西区三篠町２丁目２―８ 1,146 5.73

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３―８ 957 4,79

株式会社ハイレックスコーポ
レーション

兵庫県宝塚市栄町１丁目12番28号 757 3,79

西　川　泰　央 広島市西区 747 3.74

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４―１ 626 3.13

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町４丁目２番36号 544 2.72

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 540 2.70

西川ゴム工業社員持株会 広島市西区三篠町２丁目２―８ 521 2.61

西川ゴム工業株式会社 広島市西区三篠町２丁目２―８ 416 2.08

計 ― 8,792 43.97

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 416,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 19,561,600 195,616 ―

単元未満株式 普通株式 17,587 ― ―

発行済株式総数 19,995,387 ― ―

総株主の議決権 ― 195,616 ―

　(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。
　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
西川ゴム工業株式会社

広島市西区三篠町
二丁目２―８

416,200 ― 416,200 2.08

計 ― 416,200 ― 416,200 2.08
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,700 19,126

受取手形及び売掛金 ※
 14,045

※
 13,797

有価証券 500 500

製品 1,843 1,832

仕掛品 802 787

原材料及び貯蔵品 1,864 2,198

繰延税金資産 539 596

その他 994 1,311

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 38,286 40,147

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,449 6,391

機械装置及び運搬具（純額） 7,115 6,979

その他（純額） 5,754 6,698

有形固定資産合計 19,319 20,069

無形固定資産

のれん 1,759 1,539

その他 659 656

無形固定資産合計 2,419 2,195

投資その他の資産

投資有価証券 10,767 9,934

繰延税金資産 331 629

その他 652 672

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 11,746 11,231

固定資産合計 33,485 33,496

資産合計 71,771 73,644
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 7,581

※
 7,708

短期借入金 7,729 5,399

未払法人税等 350 610

賞与引当金 873 911

製品保証引当金 33 36

その他 3,395 3,749

流動負債合計 19,964 18,416

固定負債

長期借入金 5,895 8,029

繰延税金負債 397 653

退職給付引当金 1,716 1,526

役員退職慰労引当金 454 456

資産除去債務 375 374

その他 44 29

固定負債合計 8,882 11,068

負債合計 28,847 29,484

純資産の部

株主資本

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,660 3,660

利益剰余金 36,656 38,109

自己株式 △422 △422

株主資本合計 43,259 44,712

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,034 458

為替換算調整勘定 △2,779 △2,679

その他の包括利益累計額合計 △1,745 △2,221

少数株主持分 1,409 1,668

純資産合計 42,924 44,159

負債純資産合計 71,771 73,644
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 27,873 33,951

売上原価 23,553 27,060

売上総利益 4,319 6,890

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,248 1,412

給料及び手当 771 817

その他 1,753 1,804

販売費及び一般管理費合計 3,772 4,034

営業利益 547 2,855

営業外収益

受取利息 9 10

受取配当金 71 82

持分法による投資利益 78 76

その他 219 84

営業外収益合計 378 253

営業外費用

支払利息 101 75

固定資産除却損 53 43

為替差損 81 31

その他 28 50

営業外費用合計 265 201

経常利益 660 2,907

特別利益

固定資産売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失

固定資産除却損 7 11

固定資産売却損 6 －

投資有価証券売却損 20 0

投資有価証券評価損 － 43

特別損失合計 33 54

税金等調整前四半期純利益 633 2,852

法人税、住民税及び事業税 211 718

法人税等調整額 △23 181

法人税等合計 187 899

少数株主損益調整前四半期純利益 446 1,953

少数株主利益 99 305

四半期純利益 346 1,648
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 446 1,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △298 △592

為替換算調整勘定 △22 157

持分法適用会社に対する持分相当額 △34 △14

その他の包括利益合計 △355 △449

四半期包括利益 90 1,504

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 82 1,172

少数株主に係る四半期包括利益 7 331
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 633 2,852

減価償却費 1,876 1,722

のれん償却額 219 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △183 △189

受取利息及び受取配当金 △80 △92

支払利息 101 75

為替差損益（△は益） 86 15

持分法による投資損益（△は益） △78 △76

固定資産除却損 60 54

固定資産売却損益（△は益） 6 △0

投資有価証券売却損益（△は益） 20 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 43

売上債権の増減額（△は増加） △963 248

たな卸資産の増減額（△は増加） △479 △308

仕入債務の増減額（△は減少） 157 123

その他 △828 △94

小計 547 4,593

利息及び配当金の受取額 110 115

利息の支払額 △100 △69

災害損失の支払額 △89 －

法人税等の支払額 △807 △504

営業活動によるキャッシュ・フロー △339 4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10 △2,010

定期預金の払戻による収入 874 2,010

有形固定資産の取得による支出 △1,669 △2,074

有形固定資産の売却による収入 50 3

無形固定資産の取得による支出 △39 △38

投資有価証券の取得による支出 △14 △83

投資有価証券の売却による収入 31 1

関係会社株式の売却による収入 857 －

貸付けによる支出 △5 △4

貸付金の回収による収入 2 3

その他 15 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー 92 △2,222
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △132 △2,218

長期借入れによる収入 － 2,396

長期借入金の返済による支出 － △380

配当金の支払額 △195 △195

少数株主への配当金の支払額 △426 △73

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △755 △471

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,085 1,426

現金及び現金同等物の期首残高 11,745 11,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,659 12,856
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(連結の範囲の重要な変更)

当第２四半期連結会計期間において、新規設立に伴い、ニシカワ・マネジメント・サービス S.A.de C.

V.を連結の範囲に含めております。

また株式会社西川リビングにつきましては、清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

　

【会計方針の変更等】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 39百万円 37百万円

支払手形 71  〃 63  〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成24年４月１日

至　平成24年９月30日)

 
現金及び預金

預入期間が３か月を超える定期預金

（百万円）

17,060

△6,401

（百万円）

19,126

△6,270

現金及び現金同等物 10,659 12,856
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 195 10平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月11日
取締役会

普通株式 195 10平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月27日
定時株主総会

普通株式 195 10平成24年３月31日 平成24年６月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月９日
取締役会

普通株式 215 11平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　 自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 25,574 2,298 27,873 ─ 27,873

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 25,574 2,298 27,873 ─ 27,873

セグメント利益(注) 299 247 547 ─ 547

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　 自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

セグメント利益(注) 2,563 292 2,855 ─ 2,855

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

　１株当たり四半期純利益金額 17円69銭 84円20銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 346 1,648

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 346 1,648

    普通株式の期中平均株式数(株) 19,576,675 19,579,215

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

当社は、平成24年10月15日開催の取締役会において、インドネシア共和国のPT.KARYA PUTRA

SANGKURIANG社と合弁でPT.NISHIKAWA KARYA INDONESIAの設立を決議いたしました。

　
（1） 合弁会社設立の目的 インドネシア共和国における自動車市場の拡大に伴い、主要な顧客の

ニーズに応えるため、インドネシア共和国における現地生産基盤を確立
することが必要であると判断したためであります。

（2） 名称 PT.NISHIKAWA KARYA INDONESIA

（3） 代表者 未定

（4） 所在地 インドネシア共和国西ジャワ州スメダン県

（5） 設立の時期 平成24年12月（予定）

（6） 事業内容 自動車用ゴム・樹脂製品の製造加工および販売

（7） 決算日 12月31日

（8） 資本金 US$ 16,000,000

（9） 出資比率 西川ゴム工業株式会社　80％
PT.KARYA PUTRA SANGKURIANG 20％

　

２ 【その他】

第64期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当について、平成24年11月９日開催の取締

役会において、平成24年９月30日現在の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとお

り中間配当を行うことを決議いたしました。

（1）　配当金の総額 215百万円

（2）　１株当たりの金額 11円

（3）　支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成24年12月７日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月９日

西川ゴム工業株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　和　　泉　　年　　昭　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　下　　西　　富　　男　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　前　　田　　貴　　史　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西川
ゴム工業株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成
24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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